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 １ 

令和８年第１回南幌町議会定例会会議録      ３月 ９日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって招集されました令和８年第１回南幌町議会定例会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名いたします。 

６番 細川 美喜男議員、７番 加藤 真悟議員。以上御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

先に、議会運営委員会委員長から、本定例会の運営について報告の

申出がありましたので、これを許します。 

５番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 令和８年第１回議会定例会の運営について、去る３月２日に議長出

席のもとに議会運営委員会を開催いたしました。議会事務局より本定

例会の提案議案等の概要について説明を受けるとともに、日程及び運

営について協議いたしました。本定例会に付議される案件は、議会提

案として議員派遣承認１件、各委員会所管事務調査１件。 

町からは、執行方針２件、令和７年度各会計補正予算６件、条例関係

４件、令和８年度各会計予算６件、一般議案１件であります。 

以上、提案案件全般について審議いたしました結果、本定例会の会

期は本日３月９日から３月１７日までの９日間とすることで意見の一

致をみております。 

最後に、今定例会は新年度予算の審議等もあり、開催期間が長くな

ることから、議会運営に特段の御協力をいただきますようお願い申し

上げ、議会運営委員会委員長報告といたします。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとお

り、本定例会の会期は３月９日から３月１７日までの９日間といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は３月９日から３月１７日

までの９日間と決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、お手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和８年１月分

の例月出納検査結果の報告がありました。その内容につきましては、

お手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 



 ２ 

・３番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長 本議会定例会にあたり、２件の行政報告を行います。 

初めに、エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策の実施結果につ

いて御報告します。１１月９日より販売した、食品製造業町民還元事

業につきましては、８３０世帯から１，５０１セットの申し込みがあ

り、１２月１４日までに商品の引き換えが終了しました。また、生活応

援チケット事業につきましては、１８歳未満１，２４４名、ひとり親世

帯７５世帯、７０歳以上の高齢者２，１３６名を対象にチケットを配

布し、最終の利用状況は、額面総額１，７６５万円のうち、１，７１４

万３，５００円で、利用率は９７．１％となりました。 

次に、あったか灯油支給事業の実施結果について御報告します。灯

油価格の高騰に伴い、高齢者、障がい者、ひとり親世帯の町民税非課税

世帯を対象に実施した本事業につきましては、１２月１５日から１月

２３日までの受付期間において、５２０件の申請があり、支給決定４

６０件、支給費総額５９８万円をもって事業を終了しました。 

以上で一般行政報告とします。 

議  長 以上で、町長一般行政報告につきましては報告済みといたします。 

●日程４ 令和８年町政執行方針演説を行います。町長。 

町  長 （令和８年度町政執行方針演説をする。） 

議  長 以上で、町政執行方針演説を終わります。 

●日程５ 令和８年度教育行政執行方針演説を行います。教育長。 

教 育 長 （令和８年度教育行政執行方針演説をする。） 

議  長 以上で、教育行政執行方針演説を終わります。両執行方針演説につ

きましては、ただいまをもって終結いたします。 

なお、両執行方針に対する質問につきましては、一般質問において

執り行うことにいたしますので、御承知願います。 

場内時計で１０時５５分まで休憩をいたします。 

（午前１０時４４分） 

（午前１０時５５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

日程６ 議案第３号から日程９ 議案第６号までの４議案につきま

して、関連がございますので一括提案をいたします。 

●日程６ 議案第 ３号 令和７年度南幌町一般会計補正予算 

（第７号） 

●日程７ 議案第 ４号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計 

補正予算（第３号） 

●日程８ 議案第 ５号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正 

予算（第４号） 

●日程９ 議案第 ６号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会 

計補正予算（第３号） 

以上４議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第３号から議案第６号までの４

議案につきまして、提案理由を申し上げます。 



 ３ 

初めに、議案第３号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第７号）

につきましては、歳出では、減債基金積立金、障がい者自立支援給付

費、保育施設等給付費の追加、電算機器管理運営経費、農業経営高度化

促進事業費の減額、歳入では、町税、普通交付税、寄附金の追加、財政

調整基金繰入金の減額、並びに事務事業の精査が主な理由です。その

結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１，２４

６万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億８，

９１３万５，０００円とするものです。 

次に、議案第４号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）につきましては、歳出では、基金積立金の減額、直診施設

勘定繰出金の追加、歳入では、道支出金の追加、一般会計繰入金の減額

が主な理由です。その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３１３万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ９億９，６９７万円とするものです。 

次に、議案第５号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第

４号）につきましては、歳出では、介護保険業務システム改修費、保険

給付費の追加、地域支援事業費の減額、歳入では、介護保険料、国庫支

出金、道支出金、並びに一般会計繰入金の追加、支払基金交付金、基金

繰入金の減額が主な理由です。その結果、既定の歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ４５８万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９億８，９８５万３，０００円とするもので

す。 

次に、議案第６号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）につきましては、歳出では、後期高齢者医療広域連合納

付金の追加、歳入では、後期高齢者医療保険料の追加、一般会計繰入金

の減額が主な理由です。その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ１６９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１億４，７０３万１，０００円とするものです。 

議案第３号につきましては副町長が、議案第４号及び議案第６号に

つきましては住民課長が、議案第５号につきましては保健福祉課長が

説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 それでは、議案第３号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第７

号）の説明を行います。 

初めに、歳出から説明いたします。予算書２１ページをごらんくだ

さい。 

２款総務費１項１目一般管理費、補正額１，９１８万５，０００円の

減額です。電算機器管理運営経費で、ガバメントクラウド環境構成の

見直しに伴う利用料の減額、地方公共団体情報システム標準化対応事

業で、令和７年度分事業費の確定により減額するものです。 

３目財産管理費、補正額１，０６１万９，０００円の追加です。財産

管理経費で、減債基金積立金は、令和８年度分の臨時財政対策債償還

経費として普通交付税が追加交付されたことによる積み立て、ふるさ
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と応援基金積立金は、企業版ふるさと応援寄附金を積み立てるもので

す。 

４目企画振興費、補正額１，３４２万円の減額です。みどり野団地等

販売管理事業で、次ページにかけまして、草刈り業務及び販売促進事

業費確定による減額、生活路線等交通対策事業で、中央バス路線維持

負担金確定による減額、高度無線環境整備推進事業で、移転補償工事

費確定による減額、地域おこし協力隊設置事業で、移住定住コーディ

ネータが退任したことによる報酬の減額です。 

５目企業誘致推進費、補正額１８４万円の減額です。企業誘致推進

事業で、企業立地奨励金の確定により減額するものです。 

８目防災諸費、補正額はありません。財源内訳を変更するものです。 

９目職員給与費、補正額はありません。財源内訳を変更するもので

す。次ページにまいります。 

２項２目賦課徴収費、補正額１２６万５，０００円の減額です。賦課

徴収経費で、個人住民税定額減税対応システム改修委託入札執行残を

減額するものです。 

次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額１，２００万４，

０００円の減額です。国民健康保険特別会計繰出金で、詳細は、後ほど

特別会計補正予算で説明いたします。定額減税補足給付金不足額給付

事業で、事業費の確定による減額です。なお、実績といたしまして、８

３２名、２，８５４万円を支給しています。社会福祉総務経費で、令和

６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る過年度返還金

を追加するものです。 

２目障がい者福祉費、補正額８１８万８，０００円の追加です。障が

い者福祉経費で、次ページにかけて、受給者減少による自立支援医療

費の減額及び施設利用者の増による自立支援給付費の追加です。 

３目高齢者福祉費、補正額５０９万円の減額です。高齢者在宅支援

事業で、高齢者安否確認システム事業の実績による減額、介護保険特

別会計繰出金で、詳細は、後ほど特別会計補正予算で説明いたします。

高齢者福祉経費で、社会福祉法人等の介護保険サービス利用者軽減事

業の利用増による追加です。 

７目後期高齢者医療費、補正額１７３万円の減額です。後期高齢者

医療事業で、２７節繰出金で、詳細は、後ほど特別会計補正予算で説明

いたします。 

次に、２項３目保育所費、補正額１，４６５万３，０００円の追加で

す。保育所等運営補助事業で、次ページにかけて、保育所等運営費補助

金の確定による減額、保育施設等給付費で、保育の公定価格の改定並

びに町外の保育園、認定こども園への広域入所者の増加による追加で

す。 

４目子育支援費、補正額２万５，０００円の追加です。地域子育て支

援センター事業で、子ども子育て支援事業補助金制度の改正に伴い委

託料を追加するものです。 

次に、４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補正額２２万３，０００

円の追加です。母子保健事業で、１１節役務費、転入による妊婦の増加
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に伴い、一般健康診査及び超音波検査の手数料を追加するものです。 

３目環境衛生費、補正額１２０万円の減額です。南空知葬斎組合負

担金の確定によるものです。 

５目保健福祉総合センター管理費、補正額１８２万４，０００円の

追加です。保健福祉総合センター管理経費で、水道料及び電気料を追

加するものです。次ページにまいります。 

２項１目じん芥処理費、補正額４４９万円の減額です。ごみ処理対

策事業で、南空知公衆衛生組合及び道央廃棄物処理組合の負担金確定

によるものです。 

３目合併処理浄化槽整備事業費、補正額２４４万１，０００円の減

額です。合併処理浄化槽設置整備事業で、事業費の確定により減額す

るものです。 

次に、５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額１，６４２万

５，０００円の減額です。耕地利用高度化推進事業で、事業費確定によ

る減額、農業経営高度化促進事業で、次ページにかけて、農業経営高度

化促進事業負担金の確定による減額、担い手育成対策事業で、麦・大豆

生産技術向上事業補助金の確定による減額、環境保全型農業直接支援

対策事業で、環境保全型農業直接支援対策事業補助金の確定によりそ

れぞれ減額するものです。 

３目農地費、補正額２７０万７，０００円の追加です。土地改良事業

経費で、農業水利施設に対するエネルギー価格高騰対策として、北海

道が行う北海土地改良区への補助金を追加するものです。 

４目機場施設管理費、補正額１，０１４万９，０００円の減額です。

機場施設管理事業で、１０節需用費で、揚排水機場の稼働実績に伴う

電気料の減額、１８節負担金補助及び交付金で、機場管理費負担金を

追加するものです。次ページにまいります。 

６款商工費１項１目商工振興費、補正額１９１万円の減額です。中

小企業資金利子補給事業で、利子補給補助金の確定による減額、商工

振興経費で、食品製造業町民還元販売助成金事業費の確定により減額

するものです。 

次に、７款土木費２項２目道路維持費、補正額９７４万６，０００円

の減額です。町道管理経費で、１４節工事請負費、中央通歩道改修工事

から温泉通舗装改修工事まで、それぞれ入札執行残を減額するもので

す。次ページにまいります。 

３項１目都市計画総務費、補正額はありません。財源内訳を変更す

るものです。 

２目公園費、補正額１１１万１，０００円の減額です。公園施設管理

事業で、西町児童公園遊具改修工事入札執行残を減額するものです。 

次に、８款消防費１項１目消防費、補正額２２万３，０００円の減額

です。内容につきましては、消防費に関する明細書で説明いたします。

予算書３７ページをごらんください。 

歳入、消防費、補正額７６２万９，０００円の追加です。令和６年度

決算に伴う繰越金の追加、北海道消防学校入校経費及び地方公務員災

害補償基金確定負担金の過年度精算金を追加するものです。次ページ
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にまいります。 

歳出、消防費、補正額７４０万６，０００円の追加です。消防組合本

部運営助成事業で２７万９，０００円の減額、本部負担金の確定によ

るものです。消防南幌支署運営事業で７６８万５，０００円の追加、人

事院勧告による給与改定分です。予算書２９ページにお戻りください。 

９款教育費１項３目教育振興費、補正額１３１万５，０００円の減

額です。中学生国際留学プログラム事業で、次ページにかけて、事業費

の確定により減額するものです。本年度の参加者は８名となっており

ます。 

次に、２項１目学校管理費、補正額４，８４８万８，０００円の減額

です。校舎管理経費で、小学校改修工事入札執行残を減額するもので

す。 

次に、５項２目給食センター運営費、補正額１３万円の追加です。給

食センター運営経費で、備荒資金組合譲渡事業償還金の利率変更によ

り追加するものです。次ページにまいります。 

１０款公債費１項１目元金、補正額１７７万７，０００円の減額で

す。地方債償還元金の確定によるものです。 

２目利子、補正額２９８万円の追加です。地方債償還利子の確定に

よるものです。 

次に、歳入の説明を行います。予算書１５ページをごらんください。 

１款町税１項１目個人、補正額６，３７２万８，０００円の追加で

す。 

２項１目固定資産税、補正額１，２８９万２，０００円の追加です。 

１１款地方交付税１項１目地方交付税、補正額１億２，４５１万円

の追加です。普通交付税再算定によるもので、本年度の普通交付税額

は２６億６，４２６万５，０００円で、昨年度の交付額より１億９，５

７９万３，０００円の増となります。 

次に、１３款分担金及び負担金２項３目土木費負担金、補正額２９

７万４，０００円の追加です。準工業用地等整備事業に係る北海道住

宅供給公社負担金の確定によるものです。次ページにまいります。 

１５款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、補正額１，４４６万

３，０００円の追加です。それぞれ、事業費の確定により精査するもの

です。 

次に、２項１目総務費国庫補助金、補正額２，０３６万２，０００円

の減額。 

２目民生費国庫補助金、補正額８，０００円の追加。 

３目衛生費国庫補助金、補正額５５万３，０００円の減額。次ページ

にまいります。 

４目土木費国庫補助金、補正額２，０６５万円の減額。それぞれ、事

業費の確定により精査するものです。 

１６款道支出金１項１目民生費道負担金、補正額３５０万５，００

０円の追加です。それぞれ、事業費の確定により精査するものです。次

ページにまいります。 

２項１目総務費道補助金、補正額６７万５，０００円の減額。 
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２目民生費道補助金、補正額２９万５，０００円の追加。 

３目衛生費道補助金、補正額１３万円の追加。 

４目農林水産業費道補助金、補正額８１５万４，０００円の減額。そ

れぞれ、事業費の確定により精査するものです。 

次に、１７款財産収入２項１目不動産売払収入、補正額１０万３，０

００円の追加です。道道江別長沼線工事に伴い、町有地１，０２０．１

９平方メートルを北海道に売却したものです。次ページにまいります。 

１８款寄附金１項１目一般寄附金、補正額１１２万円の追加です。

一般寄附金で、南幌町建設業協会様より１００万円、第８区織田 章

様より１０万円、ディスコナイトインなんぽろ実行委員会様より２万

円の寄附をいただいたものです。 

３目ふるさと応援寄附金、補正額１５０万円の追加です。企業版ふ

るさと応援寄附金で、札幌市、尚武工業株式会社様、札幌市、株式会社

セコマ様、札幌市、ホクレン農業協同組合連合会様より寄附をいただ

いたものです。 

次に、１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額２億２，６

３６万７，０００円の減額です。財源調整を行うものです。 

５目ふるさと応援基金繰入金、補正額９９０万円の減額です。充当

財源の精査により財源調整を行うものです。 

次に、２１款諸収入４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、補

正額１４２万２，０００円の減額です。事業費の確定により精査する

ものです。次ページにまいります。 

５項１目総務収入、補正額５２万円の減額です。 

３目農林水産業収入、補正額９９８万５，０００円の減額。それぞ

れ、事業費の確定により精査するものです。 

次に、２２款町債１項１目民生債、補正額１９０万円の追加。 

３目農林水産業債、補正額１３０万円の追加。 

４目土木債、補正額５９０万円の追加。 

６目教育債、４，８６０万円の減額。 

７目総務債、４０万円の追加。それぞれ、事業費の確定により精査す

るものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１億１，２４６万円を減額し、補正後の総額

を７９億８，９１３万５，０００円とするものです。 

次に、継続費の説明を行います。予算書７ページをごらんください。 

第２表継続費補正、変更です。 

歳出で説明しました校舎管理経費について、小学校改修工事の入札

執行残の精査により事業費の変更及び年度間の調整を行うため、補正

前の総額及び年割額を補正後の総額及び年割額に改めるものです。 

次に、繰越明許費の説明を行います。次ページをごらんください。 

第３表繰越明許費、生活応援チケット事業は、令和７年第５回議会

臨時会で第５号補正予算として追加した生活応援チケット事業補助金

について、チケット使用期間を令和８年９月３０日までとしているこ

とから、一部を翌年度に繰り越し、事業を実施するものです。物価高対

応子育て応援手当支給事業は、同じく第５号補正予算として追加した
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物価高対応子育て応援手当の支給について、交付対象を令和８年３月

３１日出生者までとしていることから、一部を翌年度に繰り越し、事

業を実施するものです。同じく第５号補正予算として追加した長幌上

水道企業団負担金は、物価高騰対応支援分として翌年度に繰り越しす

るものでございます。 

次に、第４表債務負担行為の説明を行います。次ページをごらんく

ださい。 

第４表債務負担行為補正、変更です。中小企業総合振興資金利子補

給、給食センター管理用備品譲渡契約につきまして、変更前の期間及

び限度額を変更後の期間及び限度額にそれぞれ改めるもので、事業費

の確定によるものでございます。 

次に、地方債の説明を行います。次ページをごらんください。 

第５表地方債補正、追加です。高齢者安否確認システム設置事業を

追加するものです。限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、記載の

とおりです。次ページにまいります。 

変更です。農業競争力基盤強化特別対策事業から全国瞬時警報シス

テム整備事業までの７事業につきまして、事業費の確定により限度額

を変更するものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法の変更はご

ざいません。 

以上で、議案第３号の説明を終わります。 

議  長 住民課長。 

住民課長 続きまして、議案第４号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）について御説明いたします。 

初めに、歳出から説明いたします。８ページをごらんください。 

３款国民健康保険事業費納付金１項１目医療給付費分、補正額はあ

りません。財源内訳を変更するものです。 

次に、５款基金積立金１項１目基金積立金、補正額２３８万８，００

０円の減額です。財源調整に伴い減額するものです。これにより、令和

７年度末基金残高は、１億１，７２８万円となる見込みです。 

次に、７款諸支出金１項２目保険給付費等交付金償還金、補正額２

４万９，０００円の追加です。令和６年度超過交付分を償還金として

追加するものです。  

次に、３目その他償還金、補正額６万４，０００円の追加です。国庫

支出金で、社会保障・税番号制度システム改修整備費等補助金の確定

に伴い、超過交付分を償還金として追加するものです。次ページにま

いります。 

２項１目直診施設勘定繰出金、補正額５２０万９，０００円の追加

です。病院事業会計への繰出金を追加するものです。詳細については、

後ほど病院事業会計補正予算で説明いたします。 

続いて、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

４款道支出金１項１目保険給付費等交付金、補正額５２０万９，０

００円の追加です。直診施設勘定繰出金に係る交付金を追加するもの

です。 

 次に、６款繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額１２７万２，００
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０円の減額です。保険税軽減分に係る国・道・町の公費財政支援額の確

定により、国民健康保険基盤安定繰入金を減額、未就学児均等割保険

税繰入金を追加、産前産後保険税繰入金を減額するものです。 

次の国民健康保険財政安定化支援事業繰入金では、地方交付税措置

額の確定により追加するものです。 

次に、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、補正額８０

万３，０００円の減額です。財源調整を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ３１３万４，０００円を追加し、補正後の総

額を９億９，６９７万円とするものです。 

以上で、議案第４号の説明を終わります。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 続きまして、議案第５号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）の説明をいたします。 

初めに、歳出の説明をいたします。１０ページをごらんください。 

１款総務費１項１目一般管理費、補正額１７６万円の追加。令和７

年度税制改正に伴う介護保険業務システムの改修による追加です。 

２款保険給付費２項５目介護予防サービス計画給付費、補正額３２

万円の追加。介護予防サービス計画の利用件数の増加に伴うものです。 

６項１目特定入所者介護サービス費、補正額４１０万円の追加です。

特定入所者介護サービスの利用件数の増加に伴うものです。次ページ

にまいります。 

３款地域支援事業費１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、 

補正額１５９万７，０００円の減額。主に、介護予防・生活支援サービ

スのうち訪問型サービスの利用件数が減ったことによる減額です。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

１款介護保険料１項１目第１号被保険者保険料、補正額現年度分 

５０３万２，０００円の追加です。被保険者数と保険料段階の精査に

よるものです。 

２款国庫支出金１項 1 目介護給付費負担金、補正額現年度分５９万

３，０００円の追加です。 

２項１目調整交付金、補正額５３８万１，０００円の追加です。 

６目事業費補助金、補正額８８万円の追加です。税制改正に伴うシ

ステム改修に係る事業費補助金の国負担分です。次ページにまいりま

す。 

３款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金、補正額４３６万円

の減額です。 

２目地域支援事業交付金、補正額４０万５，０００円の減額です。 

４款道支出金１項１目介護給付費負担金、補正額１０６万円の追加

です。 

６款繰入金１項１目介護給付費繰入金、補正額５５万２，０００円

の追加です。     

２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、補正

額２０万円の減額です。 

５目その他一般会計繰入金、補正額８８万円の追加です。税制改正
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に伴うシステム改修に係る町負担分です。次ページにまいります。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、補正額４８３万円の減額で

す。歳入の補正の主な理由としましては、歳出で説明しました給付費

の精査によるものでございます。 

以上、歳入歳出それぞれ４５８万３，０００円を追加し、補正後の総

額を９億８，９８５万３，０００円とするものでございます。 

以上で、議案第５号の説明を終わります。 

議  長 住民課長。 

住民課長 続きまして、議案第６号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

初めに、歳出から説明いたします。予算書８ページをごらんくださ

い。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後期高齢者医療広域連

合納付金、補正額１６９万円の追加です。 

事務費負担金（広域連合共通経費分）では、負担金の確定により減額

するものです。 

次の保険料等負担金では、保険料の収納見込により追加するもので

す。 

次の保険基盤安定負担金では、負担金の確定により減額するもので

す。 

続いて、歳入の説明をいたします。予算書７ページをごらんくださ

い。 

１款後期高齢者医療保険料１項１目後期高齢者医療保険料、補正額

３７３万５，０００円の追加です。保険料収納見込みにより追加する

ものです。 

次に、３款繰入金１項１目事務費繰入金、補正額７２万８，０００円

の減額です。事務費の確定によるものです。 

次に、２目保険基盤安定繰入金、補正額１００万２，０００円の減額

です。繰入金の確定によるものです。 

次に、６款国庫支出金１項１目長寿・健康増進事業等補助金、３１万

５，０００円の減額です。事業費の確定により精査するものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１６９万円を追加し、補正後の総額を１億

４，７０３万１，０００円とするものです。 

以上で、議案第６号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑にあたりましては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第３号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第７号）

の質疑を行います。 

８番 石川 康弘議員。 

石川議員 ３０ページ、教育費についてお伺いいたします。ほかのいろいろ科

目の中でも、減額補正というふうな形で出ていますけども、この教育

費の学校管理費の中では、４，８４８万８，０００円。およそ５，００

０万近い減額というふうな形に出されておりますが、これは当初の見

積りが高過ぎたのか、それとも予定していた工事がなされなかったの
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か。なぜこのような高額な減額補正になったのか、それについてお伺

いします。 

議  長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 石川議員の御質問にお答えいたします。こちらにつきましては、当

初予算につきましては、資材高騰分もですね、当初見込んで計上して

おります。その後ですね、令和７年度に入りまして、工事費の積算、入

札において減額となり、今回の補正となったものです。以上です。 

議  長 ８番 石川 康弘議員。 

石川議員 では、単純に入札が安くなったというわけであって、５，０００万近

くの金額が入札減った、こちらとしてありがたい面もあるかもしれま

せんけども、工事の内容としては全く予定どおりされたというふうに

解釈してよろしいんでしょうか。 

議  長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 工事の内容につきましては、予定どおり、全てのものは行っており

ます。以上です。 

議  長 ほかにありませんか。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第３号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第４号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第４号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第５号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第

４号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第５号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第６号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第６号についての質疑を終結いたし

ます。 

お諮りいたします。本４議案につきましては、この際討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。採決にあたりましては、議案ごとに行い

ます。 

議案第３号 令和７年度南幌町一般会計補正予算（第７号）は、原案

のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 
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議案第４号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第５号 令和７年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第６号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程１０ 議案第７号 令和７年度南幌町病院事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第７号 令和７年度南幌町病院

事業会計補正予算（第４号）につきましては、医業外収益、並びに事務

事業費等の精査が主な理由です。その結果、収益的収入では、既定予算

に１，７７６万３，０００を追加し、８億１，６２３万９，０００円と

し、収益的支出では、既定予算に５６０万円を追加し、８億１，７３４

万円とするものです。 

詳細につきましては、病院事務長が説明いたしますので、よろしく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。病院事務長。 

病院事務長 それでは、議案第７号 令和７年度病院事業会計補正予算（第４号）

を説明いたします。 

最初に３ページをお開き願います。収益的収入及び支出のうち、収

入です。  

１款病院事業収益２項医業外収益、１，７７６万３，０００円の追加

です。 

５目その他医業外収益１節その他医業外収益で、８９万４，０００

円の追加です。医療機関に対し、物価及び食材高騰に係る北海道国保

連合会の支援金が措置されるものでございます。 

７目補助金１節国庫補助金で、１，１６６万円の追加です。こちらも

医療機関に対し、物価高騰に係る国の支援事業補助金として、ベッド

１床あたり１１万１，０００円で６０床分合計６６６万円と、救急対

応分として５００万円、あわせて１，１６６万円が措置されるもので

ございます。２節道補助金で、５２０万９，０００円の追加です。調剤

部門システムの更新や出張医の確保、医師の研修費用などに対し、国

保調整交付金の直診施設特別交付金が措置されるものです。続きまし

て、４ページをお開き願います。 



 １３ 

収益的収入及び支出のうち、支出です。 

１款病院事業費用１項医業費用、５００万円の追加です。 

２目材料費１節薬品費で、薬品単価の上昇により４００万円追加す

るものです。 

３目経費５節消耗品費で、消耗品単価の上昇により５０万円追加す

るものです。７節光熱水費のうち電気料で、昨年夏の猛暑の影響で使

用電気料の増により同じく５０万円追加するものです。 

２項医業外費用、６０万円の追加です。 

３目雑損失１節雑損失で、消費税納税分６０万円の追加です。消費

税の課税収入でありますワクチン接種収入などの増に伴う納税見込額

の増によるものでございます。１ページにお戻り願います。 

中段第２条です。病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び

支出につきまして、収入の総額を既定予算額から１，７７６万３，００

０円追加し、８億１，６２３万９，０００円に、支出の総額を既定予算

額から５６０万円追加し、８億１，７３４万円に補正するものでござ

います。 

以上で、議案第７号 令和７年度病院事業会計補正予算（第４号）の

説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第７号 令和７年度南幌町病院事業

会計補正予算（第４号）は、原案のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程１１ 議案第８号 令和７年度南幌町下水道事業会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第８号 令和７年度南幌町下水

道事業会計補正予算（第３号）につきましては、下水道事業収益、並び

に事務事業費等の精査が主な理由です。その結果、収益的収入では、既

定予算に４６９万６，０００円を追加し、３億１，９７８万９，０００

円とするものです。資本的収入では、既定予算から４，９０３万３，０

００円を減額し、１億９，４２６万円とし、資本的支出では、既定予算

から４，５３９万２，０００円を減額し、２億６，８２４万４，０００

円とするものです。 

詳細につきましては、都市整備課長が説明いたしますので、よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。都市整備課長。 
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都市整備課長 それでは、議案第８号 令和７年度南幌町下水道事業会計補正予算

（第３号）の説明を行います。 

初めに、４ページをごらんください。収益的収入及び支出のうち、収

入です。 

１款下水道事業収益、４６９万６，０００円の追加です。 

２項２目負担金で、準工業用地整備公社負担金の確定によるもので

す。次に、５ページをごらんください。資本的収入及び支出のうち、収

入です。 

１款資本的収入、４，９０３万３，０００円の減額です。 

１項１目企業債、２，６６０万円の減額です。１節公共下水道事業債

で、事業費確定によるものです。 

２項１目国庫補助金、２，２４３万３，０００円の減額です。１節国

庫補助金で、事業費確定によるものです。次に、６ページをごらん下さ

い。資本的収入及び支出のうち、支出です。 

１款資本的支出、４，５３９万２，０００円の減額です。 

１項１目建設改良費、４，５３９万２，０００円の減額です。２３節

委託料、２５節工事請負費は、入札執行残による精査です。３４節負担

金は、工事負担金の確定によるものです。１ページにお戻りください。 

第２条、収益的収入につきまして、下水道事業収益の総額を既定予

算額に４６９万６，０００円を追加し、３億１，９７８万９，０００円

に補正するものです。 

続いて第３条、資本的収入及び支出につきまして、資本的収入の総

額を既定予算額から４，９０３万３，０００円を減額し、１億９，４２

６万円に、資本的支出の総額を既定予算額から４，５３９万２，０００

円を減額し、２億６，８２４万４，０００円に補正するものです。 

以上で、議案第８号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第８号 令和７年度南幌町下水道事

業会計補正予算（第３号）は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

日程１２ 議案第９号から日程２１ 議案第１８号までの１０議案

につきまして、関連がございますので一括提案をいたします。 

●日程１２ 議案第 ９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及 

び費用弁償に関する条例の一部を改正 

する条例制定について 

●日程１３ 議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部を改正 
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する条例制定について 

●日程１４ 議案第１１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改 

正する条例制定について 

●日程１５ 議案第１２号 南幌町特定乳児等通園支援事業の運営 

に関する基準を定める条例制定につい 

て 

●日程１６ 議案第１３号 令和８年度南幌町一般会計予算 

●日程１７ 議案第１４号 令和８年度南幌町国民健康保険特別会 

計予算 

●日程１８ 議案第１５号 令和８年度南幌町病院事業会計予算 

●日程１９ 議案第１６号 令和８年度南幌町介護保険特別会計予 

             算 

●日程２０ 議案第１７号 令和８年度南幌町後期高齢者医療特別 

会計予算 

●日程２１ 議案第１８号 令和８年度南幌町下水道事業会計予算 

以上１０議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第９号から議案第１８号までの

１０議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、農業委

員会委員の能率報酬について、条例で定める必要があることから、本

案を提案するものです。 

次に、議案第１０号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例制定につきましては、人事院勧告による国家公務員の給与改定等

を鑑み、本案を提案するものです。 

次に、議案第１１号及び議案第１２号につきましては、いずれも、子

ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、本案を

提案するものです。 

次に、議案第１３号から議案第１８号までの６議案につきましては、

令和８年度における南幌町一般会計予算及び各種特別会計予算であ

り、概要につきましては、別途配付いたしました令和８年度南幌町各

会計予算編成の概要により、副町長が説明いたしますので、よろしく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 予算編成概要の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 （予算編成概要の朗読により説明する。） 

議  長 ただいま上程されました１０議案の取り扱いについてお諮りいたし

ます。 

５番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 ただいま上程されました令和８年度各会計予算及び関連条例議案等

につきましては、議長を除く１０名による予算審査特別委員会を設置

して、本１０議案を付託し、休会中に審査してはいかがと思いますの

で、議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの佐藤 妙子議員からの御発言は、１



 １６ 

０名による予算審査特別委員会を設置して本案を付託し、休会中に審

査するという御意見でありますが、そのように決定することに御異議

ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本１０議案は予算審査特別委員会に

付託し、休会中に審査することに決定をいたしました。 

ただいま設置されました予算審査特別委員会の正副委員長について

お諮りいたします。 

５番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長には家塚 雅

人議員、副委員長には石川 康弘議員の両氏を推薦いたしますので、

議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいま、佐藤 妙子議員からの提案がありま

したとおり、委員長に家塚 雅人議員、副委員長に石川 康弘議員と

の御発言でありますが、そのように決定することに御異議ありません

か。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって委員長には家塚 雅人議員、副委員

長には石川 康弘議員と決定をいたしました。 

以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしまし

た。明日１０日午前９時３０分まで延会といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって明日１０日午前９時３０分まで延会

といたします。 

御苦労さまでした。 

（午後１２時４分） 
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令和８年第１回南幌町議会定例会会議録      ３月１０日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

昨日より延会になっておりました令和８年第１回南幌町議会定例会

をただいまより再開いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

●日程２２ 一般質問を行います。 

本定例会の一般質問通告者は５名でございます。一般質問につきま

しては、通告順に行います。 

１０番 家塚 雅人議員。 

家塚議員 それでは、町長に地域公共交通の維持について一般質問を行います。 

南幌町の公共交通については、現在、夕鉄バス、ジェイ・アールバ

ス、中央バス３社により路線バスが運行されています。しかし、全国的

な課題となっている運転手不足や燃料費の高騰などの影響を受け、本

町においても減便が進み、状況は深刻さを増してきています。 

令和６年３月に策定した南幌町地域公共交通計画では、公共交通の

現状分析や町民アンケートの結果を踏まえ、課題などを整理したうえ

で３つの基本理念に基づく施策を掲げて推進しています。しかし、現

時点では十分な効果があらわれているとは言いがたく、町民が安心し

て移動できる環境には、まだ十分届いている状況にはないと感じてい

ます。 

このまま減便が進めば、町外への通勤・通学、さらには通院といった

日常の移動が難しくなり、特に高齢者や車を持たない世帯にとっては、

生活そのものが成り立たなくなる恐れがあります。公共交通は、町民

が住み続けられると感じられるための大切な支えであり、単なる移動

手段ではないと思っています。 

こうした状況を踏まえ、町民ニーズに応じた路線バスの維持・確保

は喫緊の課題と考えますが、今後の対応について町長の見解を伺いま

す。 

議  長 町長。 

町  長 地域公共交通の維持についての御質問にお答えします。 

鉄路のない本町において、路線バスは通勤・通学や通院など、日常の

移動手段として町民生活に欠かすことのできないものです。 

しかし、バス事業者は少子高齢化などによる利用者の減少や燃料価

格等の高騰による運行経費の増加、さらには時間外労働時間の上限制

限による運転手確保の問題などから、路線廃止や減便を進めている状

況にあります。 

本町を運行する路線バス３社においても、路線廃止や減便が行われ

ていることから、町としましては、路線や便数維持のため、バス事業者

に対し赤字補てんの補助を行うとともに、北海道運輸局、北海道、近隣

自治体、関係機関などと連携し、地域公共交通維持に向け協議検討を

行っていますが、課題解決には至っていません。 

路線バスの確保は、持続可能なまちづくりを進めるうえで、重要な
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課題であることから、関係機関と連携を図り、運転手待遇改善などの

補助制度の拡充を要望するなど、路線バスを初めとする地域公共交通

の維持確保に取り組んでまいります。 

議  長 １０番 家塚 雅人議員。 

家塚議員 

(再質問) 

それでは再質問をいたします。まず、運転手不足の問題ですが、これ

は本町だけの課題ではなく、全国の自治体が同じように深刻な影響を

受けている極めて大きな社会的課題であります。自治体単独で解決で

きる性質のものではなく、国の制度的な後押しやバス事業者との連携

強化が不可欠であり、地域だけの努力では、なかなか前に進みにくい

状況にあると認識をしております。本町の減便状況を見ても、その厳

しさは明らかです。 

令和元年から令和７年７月までの６年間で、平日、休日に若干は違

いはありますが、夕鉄バスでは平日の上りで６便、下りで９便、ジェ

イ・アールバスでは上り４便、下り３便、中央バスでは上り下りそれぞ

れ２便が、減便や路線の見直しとなっております。この傾向が続けば、

減便のスピードはさらに加速し、町外への通勤・通学、さらには通院と

いった日常生活に直結する移動手段が大きく損なわれることは、避け

られないものと考えております。 

また一方で、高齢者の免許返納は過去８年で年間平均３６人に上り、

返納後は、ハイヤーの利用券３年間の交付がありますが、公共交通に

頼らざるを得ない状況にあります。また、高校生の通学では、最寄りの

ＪＲ駅まで父兄が送迎する家庭、それ以外は公共交通に依存しており、

減便の影響は若い世代にも直接及んでいます。つまり、公共交通の維

持は、高齢者の足だけではなく、地域の未来を担う子どもたちの足ま

でも影響があるというふうに思っております。 

運転手不足の背景には、賃金水準の低さという構造的な問題があり

ます。先般、ある事業者では、若手や中途採用者への処遇改善を進める

という新聞報道もありましたが、離職理由の多くが、賃金の低さであ

るという現状は依然として変わっておりません。また、先般の報道で

は、バス事業者５社による２０２７年４月、札幌市内の運賃改定によ

り、人材確保に向けて、賃上げなどの待遇改善を図るとしております。

また、他の自治体では、地域おこし協力隊をバス事業者に派遣して、運

転事業を担わせたり、バス路線廃止に対して、観光バス会社やタクシ

ー会社に代替運行を委託し、赤字分全額を自治体が負担して路線を維

持するなど、様々な工夫が行われております。しかし、こうした取組を

見ても、行政だけで公共交通を守り切るには限界があることは明白で

す。財政的にも、人材確保の面でも、自治体単独で支え続けることは極

めて困難な状況にあると考えています。 

このようなことから、昨年の予算委員会でも少しお話を申し上げま

したが、まずはこの厳しい現状と行政の限界を町民の皆さんと共有し、

乗って守ろう生活の足という意識を町全体で高めていくことが不可欠

だと考えております。公共交通は、使わなければ維持ができないとい

う現実を、町としてしっかりと発信し、町民の皆さんと危機感を共有

しながら、利用促進につなげていく必要があると考えております。そ
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こで伺います。 

公共交通の利用促進に向けて、町として強いメッセージを町民に発

信していくことが必要と考えますが、町長の考えをお聞かせください。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

家塚議員の再質問にお答えをいたします。まず、運転手不足の状況

でございますけども、議員が言われるとおり、運転手不足の要因でご

ざいますけども、不規則な勤務形態や長時間労働、高齢化などが複合

的に絡み合い、人材確保を困難にしている状況でございます。また、責

任の重さに比べまして、給与水準が他産業より低く、若年層から職業

として選ばれない状況が続いております。２年前の聞き取り調査でご

ざいますけども、夕鉄バスでは、路線維持に４０名の運転手が必要な

ところ、実際には２７名、７割の人員確保しかできていない実情にあ

るということでございます。 

本町における近年の減便状況でございますが、議員が言われるとお

り、令和元年からの６年間で、町内乗り入れの３社で、減便や路線バス

の路線の見直しが行われております。背景には、先ほど申し上げた深

刻な運転不足とコロナ禍による利用者の減少が挙げられます。現在の

運行ダイヤ、平日でございますけども、運行ダイヤと利用者の状況で

ございますが、夕鉄バスは上り１２便、下り１２便、上り新札幌行きは

１２時以降、下り新札幌発は１１時から１５時までの時間帯の利用者

の減少割合が大きい状況でございます。ジェイ・アールバスは上り６

便、下り７便、上りの北広島・大谷地行きは１２時以降、下りの大谷

地・北広島発は始発から１３時までの時間帯の利用者の減少割合が大

きい状況でございます。中央高速バスは上り下りとも７便、上り札幌

行きは１１時以降、下り札幌発は始発から１３時までの時間帯の利用

者の減少割合が大きい状況でございます。時間帯の利用状況は、各社

同じ傾向で、上りは午後からの便が、下りは午前の便の利用者が減少

傾向にございます。 

バス事業者に対します赤字補てんでございますが、中央高速バスに

対して、栗山町と距離案分によりまして、令和７年度は３８０万１，０

００円の赤字補てんを行っております。なお、夕鉄バス、ジェイ・アー

ルバスに対しての赤字補てんは行っておりません。 

通勤・通学における利用状況でございますけども、朝夕の時間帯で

は、一定の利用はありますけども、減便の影響やバス離れが現在進み

まして、全体的に減少傾向であります。また、議員言われるとおり、高

校生は親の送迎も多いと思われます。高校生通学費等補助事業の実施

当初は、バスやＪＲの定期代に対する補助でございましたけども、保

護者からの要望もあり、現在は学校ごとの補助に変更をしてございま

す。 

運転手の処遇改善でございますけども、現在、札幌市で市営バス料

金の値上げが話題になっておりますけども、背景にあるのは運転手不

足でありまして、値上げにより、人材確保のための処遇改善を図ろう

とするものであります。一律３０円値上げすることによりまして、平

均年報酬、現在の４８３万円を５２１万円まで上げることを目指すも
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ので、全産業並みの平均報酬に近づけようとするものでございます。 

議員言われる町民のバスの利用の促進、メッセージの発信でござい

ますけども、近年は特にバスの利用者が減少していると私自身も感じ

てございます。議員が言われるとおり、バスの利用促進に向けては、町

全体の意識を高める必要があると思っております。しかし、現在車を

利用されている方が、実際にバスに利用を切り替えることは、現実的

にはなかなか難しいことでありますが、認識を持つことが重要である

と考えております。まずは地域公共交通の現状や問題点などについて、

町民と情報共有を図ることが大事であると考えます。今後町広報にお

きまして特集を組むなど、町民にしっかり届く啓発を行ってまいりた

いと考えております。以上です。 

議  長 １０番 家塚 雅人議員。 

家塚議員 ただいま、町長より答弁をいただきまして、基本的な考え方は理解

をいたしましたので、改めての答弁は必要ありませんが、鉄道のない

本町においては、バス路線の維持は、将来のまちづくりに直結する極

めて重要な問題であると思っております。路線の縮小や利便性の低下

は、移住定住の促進、子育て環境の充実、高齢者の生活の確保など、町

の持続可能に大きな影響を及ぼすことは避けられないと考えておりま

す。 

今後、１人でも多くの町民が、公共交通の価値を再認識していただ

き、日常の移動手段としてバスの利用に目を向けていただくことが、

路線維持に向けた最も確かな力になると考えております。町としても、

利用促進に向けた地域啓発に引き続き取り組んでいただくことを期待

し、私の質問を終わります。 

議  長 以上で、家塚 雅人議員の一般質問を終わります。 

これから一般質問を行う議員に通告をいたします。議長に指名を受

けてから、再質問、再々質問を行うように、注意していただきたいと思

います。 

次に、３番 星 真希議員。 

星 議 員 では、一般質問させていただきます。第７期総合計画策定における

持続可能なまちづくりの方向性について。 

現在の第６期総合計画後期基本計画では、誰もが笑顔で活躍できる

まちを基本理念に、子どもたちの未来を応援する取組の推進やＳＤＧ

ｓの推進を重点施策として、まちづくりが進められてきました。 

これまでの事業成果として、道内市町村の日本人人口の増加数が３

年連続で１位となったことをはじめ、はれっぱや温泉施設周辺のにぎ

わい創出や新規店舗の増加など、各分野において成果があったものと

認識しており、今後も一定の人口増加の可能性は見込まれると考えま

す。 

しかし、昨年３月に策定された創生総合戦略における人口ビジョン

では、２０５０年に７，５００人以上を目指すとされており、今後は人

口減少となってくる局面も考えると、将来の人口構造の持続可能性を

確保するためには、町外に出た若い世代の方が将来戻りたいと思える

若者世代の転入の促進、暮らし続けられる地域環境の整備、住民の幸
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福度向上など住み続けたいと思える持続可能なまちづくりを推進して

いくことが重要であると考えます。 

令和８年度は第６期総合計画の最終年度となり、現在新たな第７期

総合計画の策定作業が進められていますが、第７期総合計画において、

持続可能なまちづくりとして現在の人口規模の維持を目指すのか、あ

るいはさらなる人口の増加を目指していくのか、町長の考えを伺いま

す。 

また、年代別人口構成の変化を踏まえ、単身者を含めた若者世代の

移住に向けた考えをあわせて伺います。 

議  長 町長。 

町  長 第７期総合計画策定における持続可能なまちづくりの方向性につい

ての御質問にお答えします。 

第７期総合計画については、昨年実施したアンケート調査や町民ワ

ークショップの結果をもとに素案作成を進め、策定審議会において検

討、協議を行ってまいります。 

１点目の御質問については、みどり野団地の未分譲地の状況から、

将来的に多くの人口増が見込めないと考えていることから、創生総合

戦略における人口ビジョンを基本とし、宅地の分譲を着実に進め、緩

やかな人口増加を見込み、持続可能なまちづくりを進めてまいりたい

と考えます。 

２点目の御質問については、南幌流通団地への企業誘致を促進し、

雇用の場の確保に取り組むとともに、民間賃貸住宅用地において、事

業者に対する建築費の一部助成を行い、住環境の整備に取り組んでま

いります。 

また、移住セミナー等で、若い世代にふるさと就職祝金事業などの

情報提供を行い、単身者を含めた若者世代の移住促進につなげてまい

ります。 

議  長 ３番 星 真希議員。 

星 議 員 

(再質問) 

１点目の質問なんですけれども、今後は団地の分譲ですね、将来的

には多くの人口増が見込めないと考えていることで、今後は緩やかな

人口増加を見込んだまちづくりを進めていくということなんですが、

質問した理由として、人口増加を目指していく場合ですね、教育施設

等の問題も少し気になっていたので、どうなんだろうということで質

問させていただいたんですが、今後は緩やかな人口増を見込んでいく

ということで理解いたしましたので、１点目について再質問はありま

せん。 

２点目についてなんですけれども、町長の答弁の中で、今後の方向

性として、雇用の確保と賃貸住宅用地における住環境の整備に取り組

んで、あと、それにあわせて、ふるさと就職祝金事業も始めていくとい

うことなので、単身者を含め、若い世代を中心として移住促進につな

げたまちづくりを進めていくということで理解しました。雇用環境を

確保するということで、今後は、若い人たちが南幌町で働きたい、また

は将来地元に戻って働きたいという思いの人が増えてくれるとです

ね、将来的な人口構造のバランスの観点からも、持続可能なまちづく
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りになっていくのではないかなと感じました。現在はですね、子育て

世代の方が中心に人口増加がしている状況なんですけれども、近年は

人口の増加率も高くなっていて、ちょっと子育て世代中心に人口が増

えているなという印象なんですけれども、将来的にはそうですね、ま

た高齢化率なども考えると、今後もやっぱり若い世代の方が、本町の

ほうに住んでもらえるとですね、人口増加というか、将来的に支える、

持続可能なまちづくりにつながっていくのではないかなというふうに

私は考えています。次期総合計画に向けた方向性として、これから単

身者を含めた若者世代の移住促進につなげていくということですの

で、住み始めた若い世代の方が、その後も暮らし続けていくようにつ

なげるための考え方について、再質問をさせていただきます。 

現在は子育て世代を中心とした移住政策が進められています。現在

の住宅建築助成制度においては、転入者と町内在住者の方で助成額に

差がある状況で、例えば、就職で南幌に住み始めて１年以上たって、南

幌に住んで１年経って住宅を建てたいと考えた場合は、既住民という

ことになりまして、制度上の内容も変わってくるのではないかと思っ

ています。これからなんですけれども、住み始めてもらうことに加え

て、住み続けてもらう視点も重要ではないかと私は考えています。町

内に住み始めた若い世代の方がそのまま南幌町で暮らし続けていける

支えとなる施策も重要ではないかなと思っています。例えばなんです

けれども、住宅への引っ越し費用の一部助成であったり、あとは国の

ほうでやっています結婚新生活支援事業などもありまして、補助金の

活用ができれば、財政的な負担も軽減することができるなと思ってい

るんですが、これはあくまでも例として今日申し上げていますので、

具体的な制度についての答弁は求めていません。ただ、具体的な例と

してお話しさせていただきました。今日は方向性ということの質問な

ので、こうした視点から、今後の方向性として、単身者を含めた若者世

代の移住促進に合わせて、暮らしやすい環境づくりを整えていくべき

ではないかと考えています。将来にわたり南幌で暮らし続けられるよ

う、新たな方策の検討を進めていく考えはあるのか、町長に考えを伺

います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

星議員の再質問にお答えをいたします。単身者を含めた若者世代の

移住に向けた考えはということではないかと思いますけども、単身者

層の移住の受皿としましては、南幌流通団地の中に民間賃貸住宅用地

を分譲しまして、雇用環境の充実と若者世代の移住促進を図る考えで

ございます。 

なお、アパートなど民間賃貸住宅の建設にあたっては、建築費の一

部助成を行い、分譲促進を考えるという考えでございます。いずれに

しましても、若い世代の転入を促進する、移住を促進するということ

につきましては、やはり就業場所の確保がまずは第１ではないかなと

思っておりますので、企業誘致活動を積極的に取り組んでまいりたい

と、また、ほかにも、町に訪れてもらうための施策づくり、こういった

ものも必要でないかなと思います。これから総合計画の素案づくりに



 ２３ 

入りますが、できるだけ若い世代の意見を聞く機会を設けるとともに、

若手職員によるワーキングなどを行い、若い世代の移住促進、また、住

み続けられる施策、それらなど、持続的なまちづくりに向けた計画の

策定の準備を進めてまいりたいと考えております。 

議  長 ３番 星 真希議員。 

星 議 員 

(再々質問) 

今後も、若い世代の移住促進に向けて、様々な雇用とか呼び込み、そ

して若い世代の方の意見を聞いたり、ワークショップを開催しながら、

若い人たちが南幌で住んで、住み続けていくために考えていっていた

だけるということで理解しました。 

再々質問なんですが、質問というか、またこれも考え方の質問にな

ると思うんですが、人口を維持していく、もしくは緩やかな人口を目

指していく、なるべく人口維持していくためには、いろいろな観点か

ら施策をつなげていくことが大事で、すごく難しいですし、時間も、急

に何かやったから急に人口が増えるかと言ったらそういう話にはなら

ないと思っています。政策として支えるということも当然重要になっ

てきます。雇用と結びつけるのも重要だということも理解しているん

ですけれども、転入の促進だけではなく、転出抑制ですね、この点につ

いてもやはり考えていくことが重要じゃないかと。総合計画というこ

ともありますし、いろいろな観点から、考えていくことが重要ではな

いかと思っています。転出には、就職や進学など、皆さんそれぞれいろ

いろな事情がありますので、転出そのものを抑えるということはすご

く難しいことであります。直接な転出抑制とはならないかもしれない

んですけれども、ならないとは思うんですが、地域コミュニティとか、

人とのつながりとか、そういう目に見えない部分といいますかね、心

の満足度というところもありますし、町民の幸福度、こういうものを

高めていくことも、持続可能なまちづくりの観点としては重要になっ

ていくと私は考えていますが、この点について町長の考えも伺いたい

と思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

星議員の再々質問にお答えをいたします。転出抑制ということでご

ざいますけども、議員言われるとおり、それぞれ事情がございますの

で、なかなかそれに向き合うのは難しいことかなとは思いますけども、

例えば、先ほど一般質問いただきました公共交通の維持、これは避け

て通れないことなのかなと思います。また、町立病院の発展的な維持、

これについても、町民の健康を守るということで大事なことではない

かなと思っております。また、先ほど議員がおっしゃられました教育

環境の充実、これまた、子どもたちが将来にわたって南幌で育ち住み

続けられるということでは、教育環境の維持、これについても大事な

部分でないかなと思います。いろんな部分がございますけども、町内

にですね、少しでも多くの方が転出されないような、魅力あるまちづ

くりについて、これから次期総合計画で、職員共々、素案づくりに努め

てまいりたいと考えております。 

議  長 以上で、星真希議員の一般質問を終わります。 

次に、４番 熊木 惠子議員。 
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熊木議員 町長に３問の質問を行います。 

１問目、加齢性難聴者への補聴器購入助成について。 

全日本年金者組合の調査によると、軽度や中等度の難聴の高齢者な

どを対象に、補聴器購入の助成実施自治体数は、全国では５１８自治

体、道内では３３自治体が実施され、誰もが補聴器を買えるようにし

てほしいという声が各地で広がり、独自の助成を行う自治体が増えて

います。 

加齢性難聴でコミュニケーションが図りづらくなり、外出をためら

い自宅に引きこもる高齢者や家族からの悩みも聞かれ、日本耳鼻咽喉

科の医師によると、脳の機能低下につながる前に、軽度や中等度で補

聴器を使用するのが良いと提言しています。高齢者の介護予防を促す

ために、厚生労働省が各自治体の取組を評価して交付する介護保険保

険者努力支援交付金では、今年度から、難聴の啓発や早期発見、受診勧

奨などの取組が、認知症総合支援の推進として評価指標に含まれるよ

うになったと報道されています。難聴は認知症のリスクを高めると言

われており、早期対応が大切です。 

第９期介護保険事業計画、高齢者福祉計画の基本理念である、高齢

者が住み慣れた地域でいつまでも健康で自分らしい生活を最期まで送

ることができるよう支援するためにも、また、高齢者の自立の促進の

ためにも、補聴器購入助成は必要と思いますが、町長の考えを伺いま

す。 

議  長 町長。 

町  長 加齢性難聴者への補聴器購入助成についての御質問にお答えしま

す。 

本町では、老人会等の高齢者の集まりの際に、聞こえのチェックシ

ートを実施していますが、令和８年度より、特定健診の集団健診にお

いても実施し、加齢性難聴の早期発見、早期受診の必要性を周知して

まいります。 

また、国立長寿医療研究センターの研究においては、難聴と認知症

の因果関係については、結論を得るに至っておりませんが、難聴と認

知機能低下は一定の相関性があると確認されています。 

加齢性難聴者への補聴器購入の助成につきましては、国の公的補助

として制度化されることが望ましいと考えますが、全国的に独自で助

成制度を実施している自治体が増加傾向にあることから、第１０期介

護保険事業計画の中で検討を行ってまいります。 

議  長 ４番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問を行います。ただいまの答弁で、聞こえのチェックシートの

実施ということと、それから、第１０期介護保険事業計画の中で検討

を行ってまいりますという答弁でした。私、昨年の６月の議会でも一

般質問を行っているんですけれども、そのときは、道内３３自治体で

はなくてもっと少なかったんですよね。それで、そういう意味では先

ほど町長も答弁されているように、確実に全国でも全道でも広がって

きています。そういう意味で、今取り組むというか、チェックシートの

こととか、それから、第１０期介護保険の中で取り組まれるというこ
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とが、前進かと思います。第１０期介護保険事業計画となると、今これ

第９期なんですけれども、それは今年、令和８年度までということに

なります。そしたら、この１年間は、先ほど言われたように、チェック

シートを充実させていくということだと思うんですけども、やはりこ

の１年間の中で、十分議論が進むようにしていってほしいなというこ

とは要望です。 

それから、国のですね、この２年間では実施するところが増えてい

て、先ほど全日本年金者組合の数字を申し上げました。その中では、全

国で５１８自治体、そして道内では３３自治体ということだったんで

すけれども、もう少し詳しく調べてみると、日本補聴器販売店協会と

いうところが一般社団法人であるんです。そこでの調査では、昨年２

０２５年１２月１日現在の調査で、１８歳以上を対象とした補聴器購

入費助成制度の実施状況は、全国で６２２自治体、北海道では４８自

治体が実施していると報告されています。そういう意味では確実に広

がってきている。それから、昨年質問したときには、まだ空知管内では

実施するところがなかったんですけれども、昨年の４月から近隣でも

１自治体が実施しているという状況があります。前回の質問の中で、

なかなか町長のほうからは、補聴器を購入しても、なかなか使いづら

いとか、違和感があるとかっていう理由で、使ってないという実態も

あるということを答弁されていました。私もそういう方のお話は聞き

ます。そういう中でもやっぱりこの制度があることによって、やっぱ

りつくって、何とか難聴を予防するというか、それを早くからやると

いうことでは、すごく効果のあることだなと思っています。近隣のも

ちょっとお聞きすると、制度をつくって、予算もそんなに大きな規模

の予算ではないですけれども、１０件ほどの申請があったということ

でした。そういう形で、じわりと増えていくことによって、介護保険事

業計画の中でも、本当に住みなれた地域で安心して老後を送っていく、

最後までここで住み続けていくということの基本理念に沿ったものに

なると思います。 

再質問で何を聞きたいかというと、今の町長がチェックシートとか

２つの点で実施していくということなんですけれども、やはり、今現

在聞き取ったりいろいろしているところを、もっと充実させていく、

そのために、保健福祉課を中心にどのような取組がこれからもっとさ

れていくのか。例えば、老人会、私も老人会に加盟していますけれど

も、老人会では、年に１回とか２回、その地域によって違いますけれど

も、担当の保健師さんに来ていただいて、血圧測定とかいろいろやっ

ています。恐らくそういう中でも、チェックシートとか使いながら、啓

蒙したりいろいろしていると思うんですけれども、健康診断とかいろ

んな集まりの中で、取り組まれることというのは、具体的に何か検討

されていることがあれば伺いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

熊木議員の再質問にお答えいたします。全道道内の費用助成の実施

状況、議員より詳しくお聞きさせていただきましたけども、現在では、

５１８自治体ということで２９．７％、前回に比べて１６ポイント増
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えました。道内では１７９市町村のうち、町の調べでは３５市町村と

いうことで１９．６％、前回と比べて７ポイント増加しております。全

体実施数はまだ低い状況でございますけども、近年はこうして全国的

に増加傾向にあるというのを把握しております。 

そこで、難聴による認知機能の低下についてのエビデンスなどでご

ざいますけども、高齢者難聴に係る国の調査研究として、聴覚障がい

の補聴器による認知機能低下の予防効果を検証するための研究を進め

ておりますが、まだ研究結果が公表されていない状況でございます。  

しかし、令和７年３月に厚生労働省が報告した老人保健健康推進事

業の難聴高齢者の早期発見、早期対応等に向けた手引きでは、難聴者

に対する取組が必要であるとされております。また、補聴器を用いた

認知症予防の効果のエビデンスは、現時点では限定的なものにとどま

っておりますけども、難聴は認知症を進める危険因子の１つであると

いうことが指摘されております。 

そこで、本町における取組、チェックシートの実施でございますけ

ども、チェックシートは耳の聞こえに関する１２項目の調査でござい

ます。本年度は２か所の老人会で保健師によりまして３８名が実施し

ました。聞こえが悪い方に対して、早期受診を促しております。それで

今後どんな取組、具体的にするのかということでございますけども、

令和８年からは老人会のみでなく、このチェックシートを集団検診時

においても実施をする予定でございます。 

町による補聴器の購入助成でございますけども、前回答弁させてい

ただきましたけども、全国的な実態やこれから向かう超高齢化社会を

考えた場合、購入費の助成は、本来、国の制度として行われるべきと私

は考えておりますけども、しかし、近年の全国的な状況を踏まえまし

て、本町では令和９年度から施行します介護保険事業計画、高齢者福

祉計画の中で、難聴高齢者に対します補聴器の購入助成について、検

討してまいりたいというように考えております。 

議  長 ４番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

今ただいま町長の答弁で、老人会は２か所３８名ということで、今

後老人会だけでなくていろんなところで増やしていくというようなこ

とだったと思います。ぜひそれを実施してほしいと思います。 

それで、先ほどちょっと最初の質問で話して再質問で言わなかった

んですけれども、今年度から厚生労働省が各自治体の取組を評価して

交付する介護保険保険者努力支援交付金、これがまだ全国ではなかな

か使われていないというか、そういう実態があるそうなんです。これ

は、難聴高齢者の啓発や早期対応が評価指標に入り推進されるという

ことになっているんですけれども、本町でもこれは取り組んでいくの

かどうか、そこの１点を確認させてほしいと思います。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 

(再々答弁) 

熊木議員の再々質問にお答えいたします。介護保険保険者努力支援

交付金につきましては、これは全国的に行われている自治体における

取組の財政的インセンティブによるものになってございます。こちら

につきましては毎年行っておりまして、質問でもありましたように、
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高齢者難聴におきまして早期発見、早期介入について項目が増えたと

ころでございます。こちらにつきましては、南幌町としても点数項目

の満点ではございませんが、取り組んでいるということで加点はされ

ているところでございます。以上です。 

熊木議員 ２問目に移ります。中古住宅購入費助成事業の拡充をということで

町長に伺います。 

中古住宅購入費助成事業は、町内の中古住宅を購入する者に対し、

その費用の一部を助成することにより、中古・定住の促進及び空き家

等の増加を抑制し、持続可能な住環境の保全・向上を図ることを目的

に、南幌町空き家・空き地情報バンク制度に登録された住宅であるこ

とを条件として実施されています。 

町内には中古住宅販売を行う事業者もおり、住宅を求め物件を探す

町内外からの希望者が多く見られ、町内での住み替えや、町外からの

移住者が増加することは、新たなまちづくりにとって有効な取組と考

えます。 

中古住宅を購入された方に購入費助成金額を増やし、空き家・空き

地情報バンク制度に登録されていない住宅も対象とするなど、助成制

度の拡充が必要と思いますが、町長の考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 中古住宅購入費助成事業の拡充をの御質問にお答えします。 

本町は、札幌市のベッドタウンとして、市街地を中心とした住宅団

地が形成され、現在も新築住宅の建設が進んでいます。 

町としては、将来を見据えた空き家対策の１つとして、移住・定住の

促進及び空き家等の増加を抑制し、持続可能な住環境の保全・向上を

図ることを目的に、中古住宅購入費助成事業を令和４年度から実施し

ており、これまでの４年間で１２件の購入費助成を行っています。 

現在、中古住宅の需要が増えており、市街地における流通も多くな

ってきていることから、空き家の解消と移住促進に向け、今後、空き

家・空き地情報バンク制度の登録要件を外すなど、制度の見直しを検

討してまいります。 

議  長 ４番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

ただいま答弁いただきまして、これ難しいかなと私実際に思ってい

たんですけれども、今のただいまの答弁で、空き家・空き地情報バンク

制度の登録要件を外すという御答弁でした。そういう中では、広がっ

ていくと本当に思います。令和４年度から始まって、１２件が今、申請

があって実績あるということでした。一昨年ですかね、町内に不動産

を扱う事業者がお店を構えて、時々新聞折り込みで入ってきますけれ

ども、成約件数とか、こういうところがというふうになって、すごく流

通がうまくいっているのかなと思います。そういう意味では、空き家

が、南幌町は、昭和５６年ぐらいから住宅がどんどん建って一気に広

がって、移住者が増加して、それでいろいろな要因があって転居する

方が多くなって、人口減少になっていました。それに伴って、空き家も

すごく多くなって、それでも、立地条件とか、中古住宅が比較的新しい

ということもあって、流通は割とスムーズにいっていたかと思います。
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でも、やはりいろいろその団地を構成している中では、かなり古いほ

うの団地の中では、やはり住まなくなってそのままになっていたり、

なかなか持ち主が分からないとか、それは担当課のほうでも十分整理

をして、地図にも落としながらということをやっているというそうい

う努力も伺いました。それでもやっぱり空き家が増えていくことによ

って、地域全体がやっぱり治安のことだとか環境の悪化とかにつなが

っていくと思います。そういう意味では、この事業を取り組んだとい

うことではすごく大きなことだと思います。 

それで私が思うのは、今、南幌町が若い子育て世代に補助をしてい

るということもあって、飛躍的に人口が増加して、若い子育て世代が

どんどん増えています。それ自体は本当にすばらしいことだと思いま

す。しかし今、経済状況が厳しい中で、誰もが皆、新築住宅を建築でき

るというものではないと思います。そういう中でこの中古住宅が町内

にもたくさんありますので、そういう意味で、中古住宅に補助するこ

とで、もっと多くの方が、町内の中でも住み替えとかいろいろあると

思います。それをすることによって町外に人口が流出しない、それか

ら町外から空き家というか、その中古住宅を見に来て、そこに住むと

いうことになると移住促進、それによって新たなまちづくりという形

になっていくと思います。ですから一石二鳥も三鳥もというか、そう

いう形の政策だと思います。 

それで、先ほど空き家・空き地情報バンクの登録要件を外すという

ことでしたけれども、今年度予算の中にも、この事業の事業費は計上

されています。伺いたいんですけれども、これは、すぐ外して予算上、

例えば、制度を新たに見直したときに、どのような予算配分で、それか

ら何件とか何かいろいろこう規定をこれから設けていくかと思うんで

すけれども、その辺はもしお答えできれば、どのように考えているの

か伺いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

熊木議員の再質問にお答えをいたします。まず、中古住宅購入助成

事業の実績でございますけども、対象としましては、昭和５６年６月

以降に着工し、空き家・空き地情報バンク制度に登録された住宅であ

ることが１つの条件となっております。今までの実績としまして、Ｒ

４年に２件５０万円、Ｒ５年に５件で１２５万円、Ｒ６年は０件、Ｒ７

年は５件で１２５万円の実績でございました。そこで町内の空き家及

び中古住宅の状況でございますけども、町が把握している町内の住宅

空き家でございますけれども、市街地で７０件、農村地区で５４件で

確認をしております。 

町内の中古住宅の動きというか流通でございますけれども、年間３

０件程度と思われます。個人でやっている方もおられるので、これは

あくまでも想定、想像でございますけども、また、近年は町内に不動産

業者、議員言われるように不動産業者が進出したこともあり、この中

古住宅の市場が活発化していることが言えます。 

また、空き家・空き地情報バンク制度のほうでございますけども、平

成１９年度に制度を構築しまして、今までに戸建住宅３９件、アパー
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ト４件、土地７０件、計１１３件の登録実績がございます。近隣の中古

住宅助成の状況でございますけども、本町と同様に助成している市町

村がありますけども、助成額がばらばらでございまして、助成額が大

きい町村は、過疎化対策を主眼に置いているというような状況かと思

います。札幌圏で中古住宅を助成しているんですけども、札幌圏で助

成事業を行っているのは、本町と石狩市のみです。石狩市は助成額１

５万円ということで、本町は２５万円ですけども、この１市１町だけ

でございます。 

議員から指摘されている空き家・空き地バンク情報制度に登録して

いない住宅を対象にする考えでございますけども、現在こういう形で

紐づけにしておりますけども、実態を考えまして、紐づけを解消する

ことによって、多くの方が対象になるのではないかというように今後

制度の見直しを検討していこうと思っておりますけども、ちょっと時

間もかかりますものですから、８年度に検討をしまして、９年度から

実施に向けて検討をするように今考えている状況でございます。予算

額につきましては、令和８年度については、まだこの紐づけは外せま

せんけども、なるだけ多くの方が対象になるよう補正予算などでも対

応していきたいと思っています。 

議  長 ４番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ただいまの答弁で、８年度は検討、９年度から実施ということにな

るだろうということでした。それで今、町長の答弁で、この同じような

制度をやっているところが石狩市と南幌町ということでは、やっぱり

すごいというか、こういう制度をつくったことそのものは評価したい

と思います。それで、やっぱり空き家がたくさん存在すると、先ほども

質問でも言いましたけれども、やはり今せっかく南幌町がきれいなま

ちで、若い人がとか、いろいろなこうキャッチフレーズもありますし、

報道とかニュースとか番組とかでも取り上げられています。町を訪れ

た人が、全町どこを見ても、本当にきれいで美しいまちというか、こう

いうところに住みたいと思ってもらえるような形が望ましいと思いま

す。そういう意味では、中古住宅がどんどんこう買ってもらえて新し

い人が住んだり、町内でもそこで住んで、この人生最期ゆっくり過ご

してもらうということは、本当に大事なことだと思いますので、８年

度に、ぜひいろんな形で検討して実施してほしいと思いますので、要

望して終わります。 

３問目の質問を行います。公共施設の女子トイレに生理用品の設置

を。 

生活リズムの乱れやストレスなどで、生理周期が乱れたり、不正出

血したりすることは誰にでも起こりうることです。生理用品を持ち歩

いている方でも、忘れることもあれば想定以上の量で切らしてしまう

こともあります。トイレットペーパーのように、どこにでも置かれて

いることが当たり前の世の中になってほしいと思います。 

町として公共施設の女子トイレに設置することに取り組むことで、

人権の尊重、女性の身体的・精神的負担を軽減することができると考

えます。既に、小学校、中学校での女子トイレへの設置は進められてい
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ますが、役場庁舎をはじめ、公共施設の女子トイレにおいても生理用

品の設置が必要ではないかと思いますが、町長の考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 公共施設の女子トイレに生理用品の設置をの御質問にお答えしま

す。 

現在、本町においては、小・中学校の女子トイレには、令和３年度か

ら生理用品を設置しているところですが、役場庁舎等の公共施設には

設置していません。 

生理は生活リズムや体調、ストレスなどの影響を受けやすく、急な

対応が必要となる場合があることから、全国的に公共施設に生理用品

を設置する動きが少しずつ広がっています。 

本町においても、女性が抱える身体的・精神的負担を軽減し、公共施

設において安心して過ごせる環境を整えるため、公共施設への設置を

順次進めてまいります。 

議  長 ４番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ただいまの答弁で、公共施設に設置を順次進めていくということで

した。町長の答弁の中で、女性が抱える身体的・精神的負担を軽減し、

公共施設においても安心して過ごせる環境を整えるということで答弁

されたことが、私とてもうれしく感じました。本当に急がれることだ

と思います。 

小学校、中学校の女子トイレへの生理用品の設置をということも、

ちょうどコロナがいろいろまん延しているころ質問して、すぐそれに

答えていただきました。そういう意味ではなかなか、保健室に行った

りとか、いろんなことがあるにしても、やはり不測の事態に備えると

いうところで、教育委員会も、それから町もそういう意味では、女性の

そういう人権に寄り添ってくれるということは、すごく大きなことだ

と思います。それは誇りに思えるなと私今答弁を聞いていて思いまし

た。 

それで、今そういうふうに答弁いただいたので、特に再質問も何も

ありません。ただその気持ちを伝えます。それから、速やかにやっぱり

進めていかれると思うんですけれども、やはり役場とかぽろろとか、

いろんな公共施設で多くの方が行くようなところは、速やかに進めて

いただきたいのと、やはりこういうもので設置しましたという広報を

ぜひ、町民に分かるようにしてほしいと思います。それを要望して質

問終わります。 

議  長 以上で、熊木 惠子議員の一般質問を終わります。 

場内時計で１０時５０分まで休憩をいたします。 

 （午前１０時３７分） 

（午前１０時５０分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に、５番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 町長に１件質問させていただきます。ふるさと物産館ビューローの

機能充実について。 

ふるさと物産館ビューローは、本町の交流拠点、シンボル的施設と
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して平成１２年に建設されました。現在、はれっぱの開業により町外

から多くの方が訪れ、ビューローが交流拠点として果たす役割はこれ

まで以上に重要になっており、来訪者に買物や食事を楽しんでいただ

くためには、これまで以上の誘導策が必要であると考えます。 

これまで、ビューロー利活用の改善を進めてきた結果、来訪者は徐々

に増加していると思われますが、観光協会が運営する野菜売り場や特

販所の品ぞろえは、来館された方が十分に満足できる状況とは言いが

たく、軽食コーナーにおいても、特産品を知っていただくという目的

上、使える食材に限りがあり、新しいメニューづくりが難しいと伺っ

ています。 

こうした現状を踏まえると、来館者へのより良いサービスの提供や

ビューローが本町の交流拠点としての機能充実を図るためには、民間

ノウハウを活かした施設の一体的な管理運営を行う指定管理制度の導

入が必要と思いますが、町長の考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 ふるさと物産館ビューローの機能充実についての御質問にお答えし

ます。 

ビューローの来館者数は、はれっぱの開業の効果もあり、令和６年

度は６万８，０００人と７，０００人増加し、一般来場者をはじめ、観

光協会特販場並びに軽食コーナーの利用者と売上額も年々増加してい

ます。 

現在、施設内の特販所と軽食コーナーは、町の観光・物産等の情報提

供の場として、観光協会員による地元野菜や特産品に限定して販売を

しており、軽食コーナーでは、特産品のＰＲにつながるためのメニュ

ーを安価で提供しています。 

今後においては、まずは観光協会における特産品をはじめとした、

品ぞろえと飲食メニューの充実により、来館者へのサービスの向上を

図りたいと考えることから、現時点で指定管理者制度導入の考えはあ

りません。 

議  長 ５番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。ただいま、導入の考えはありませんと

いうお答えをいただきまして、大変残念に思っております。私は、平成

２８年度の一般質問において、ビューローの環境整備について様々な

意見や提案をさせていただきました。観光協会でも様々な努力をいた

だいていることは十分に理解はしていますが、企業、テナントの撤退、

また軽食メニューの減少など、もう一歩、さらなる努力が必要と思い

ます。はれっぱは、オープン２年で来館者５０万人を突破し、その方た

ちがビューローに来て南幌を知って、特産品をお買い求めいただいた

り、飲食を楽しんでいただく、この収益性を考えると、このための誘導

策が私は必要と考えております。私は、はれっぱの圧倒的な集客力を

どうビューローへ橋渡しするか、今の課題は、はれっぱ来館者の流れ

が自然にビューローへ向かう動線が弱いことだと思っております。 

その上で、はれっぱ利用者のサービス券、また割引券、はれっぱとの

連携できるサービスの提供、提案、また展望台での写真映えスポット
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できるアイデアなど、これは１つの例ですけれども、こういうものも

あると思います。それと、私は同じく平成２８年にですね、指定管理の

制度についても質問いたしました。当時の答弁では、様々な懸案の考

慮をしながら、どこまでその使い方が許されるのかを含めて利活用の

方法を探っていきたいとの説明がございました。しかしですね、あれ

から約１０年経過する中で、制度活用の具体的な進展が見えにくい状

態にあります。施設改善については、先ほどもおっしゃられたとおり、

一定の前進はあったものの、収益性向上につながる仕組みは依然とし

て弱いままだと思います。来訪者増加のそのチャンスを十分に生かし

きれないと私は感じています。指定管理制度を活用して、民間のノウ

ハウを発想に取り入れることで、より集客力のある施設へと成長させ

ていくことができるのではないかと考えております。 

そこで、再度町長に伺いたいのですが、平成２８年度以降、指定管理

者制度の活用に向けて、町としてどのような協議、検討をされたので

しょうか。 

また、収益性向上、また集客力強化に向けて、指定管理制度は必要と

考えているんですが、なぜできないのか、現時点での町長の考えを伺

います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

佐藤議員の再質問にお答えをいたします。ビューローのまず利活用

の経過でございますけども、平成２８年、議員より一般質問をいただ

きまして、その後、利活用検討委員会を設置をいたしまして、ビューロ

ーの機能充実と活性化についての検討を行ってまいりました。それに

伴い、観光協会常駐職員の配置、情報コーナーの設置やＰＲ動画放映

機器の整備、特産品及び農産物直売所コーナーの増設、展望室への案

内板設置、Ｗｉ－Ｆｉの整備、ＬＥＤ化など環境整備等機能充実を図

ってまいりました。また、令和２年にはエアコン、令和５年にはデジタ

ルサイネージを設置して、環境整備を図ってございます。 

ビューローへの利用者の状況実績でございますけども、一般来館者

は、Ｒ５年４万７，７００人に対して、Ｒ６年５万７９０人ということ

で６．５ポイント増加しております。特販所の利用については、Ｒ５年

７，４７５人に対して、Ｒ６年８，４３４人、１２．８ポイント増加し

てございます。軽食コーナーについては、Ｒ５年５，２６３人に対し

て、Ｒ６年７，０３７人ということで３３．７ポイント増加してござい

ます。 

そこで、売り上げ収入でございますけども、売店の売り上げ、特産

品・農産物の扱いでございますけども、Ｒ５年７６６万７，０００円に

対して、Ｒ６年７５５万６，０００円、５．４ポイントの増。軽食コー

ナーについては、Ｒ５年３１０万２，０００円に対して、Ｒ６年４２７

万７，０００円ということで、３７．９ポイント増えてございます。利

用者数並びに売り上げは現在伸びておりまして、特に軽食コーナーの

伸びが大きく、はれっぱや町外からの利用が増えていると思われます。 

そこで、議員の収益性向上が弱いという御指摘をいただきましたけ

ども、農産物直売所の品ぞろえ、現状と課題でございますけども、農産
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物は季節によりますけども、米、野菜、お花などが出品されており、出

品農家は７件でございます。手間の割には売り上げが少ないことなど

から、出品農家が増えないのが現状であります。なお、販売手数料は、

売り上げ額の１５％ということで決めてございます。また、現在の７

件は、Ａコープやラッキーへの地元野菜コーナーにも出品している農

家もありますことから、ビューローへの農産物の出品料に限りがある

のが現状でございます。 

次に、特販場の品ぞろえの現状と課題でございますけども、現在、販

売している特産品は、観光協会の運営上、超優良特産品認定の商品で

ありまして、１４者から３９品目の仕入れを行い、販売をしてござい

ます。特産品以外では、南幌めぐみのクッキーや軍手など４品目、観光

協会のオリジナルグッズ２品なども含まれます。今後においては、特

産品の開発とともに、特産品以外にも、例えば、南空知の特産品や北海

道メーカーなどを品ぞろえに加えるなど、それら品ぞろえの充実の検

討が必要であるというように考えてございます。 

軽食コーナーのメニューの充実、現状と課題でございますけども、

現在、調理員や厨房の問題もあり、あくまでも軽食とし、特産品食材を

事業者から仕入れ調理をしているのが現状でございます。メニューは

麺類がラーメン４品、御飯類がジンギスカン丼とカレーの２品、デザ

ートがきゃべどらとアイスの２品、計８品目でございます。やはりメ

ニューの充実強化が必要であると考えておりますことから、できる環

境や人員の中で、今後サービス向上の検討を進める考えでございます。 

繰り返しになりますけども、現在、はれっぱからの利用者が増えて

いるという状況でございます。それで、はれっぱの利用者に対する誘

導ということで、サービス券、割引券、または展望室などお話がござい

ますけども、まずは、今ほど申し上げました直売所の品ぞろえ、特販所

の品ぞろえ、それと軽食コーナーのメニューの充実、これらについて

強化を図る考えでございます。 

そうしたことから、現在においては、指定管理者制度の導入につい

ては考えてございません。以上でございます。 

議  長 ５番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再々質問) 

ただいま、町長のお話をお聞きしまして、私が２８年度に質問した

以降、本当に様々環境整備を図っていただけたということに関しては、

大変評価しております。ただ、あれからはれっぱができて、５０万人と

いう集客があって、効果があって少しずつビューローのほうにお客様

が流れてきているというそういうお話でしたけれども、本当に今チャ

ンスの時に、このぐらいでいいのかという考えなんですね。こういう

チャンスの時だからこそ、しっかりとしたノウハウのある指定管理の

方に来ていただいて、道の駅ではないですけれど、それに準じるよう

な、そのような施設になるべきところなのかなと私は考えております。

町長のほうから指定管理の考えをお聞きいたしましたけれども、私と

しては、納得はできていない状況です。さらに観光協会でしていただ

けるということですので、推移を見守りながら、また、私もいろんなこ

とを考えていきたいと思っております。 
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それで、今回ですね、機能充実にということの題号で質問しました

ので、そのことに関してもちょっと触れてきたいきたいなというふう

に思っております。ここ最近はＳＮＳで話題になった商品を目的に遠

方から訪れる方が増えております。南幌温泉のキャベツ丼ですか、キ

ャベツ丼や古民家カフェ、またラーメン屋さん、パン屋さんなどもそ

の例で、多くの町外の方がそのＳＮＳをきっかけに、この町に来られ

ています。今ここに来なければ食べることができないというものを南

幌の目玉としてＳＮＳなどで積極的に情報発信していただいて、戦略

的に仕掛けることも１つの誘導策ではないかと考えております。先ほ

ど町長もジンギスカン丼の話をされておりましたけれども、現在、そ

の提供されているジンギスカン丼なんですけれども、１つの例なんで

すけれどもね、これを絶対してくださいというわけではないんですけ

れども、１つの例として、南幌産の米と肉を使って、今すごく評判もい

いんですね、リピーターの方も来ております。私自身もおいしいと感

じております。町長は召し上がったことはございますでしょうか。例

えば、このジンギスカン丼をＳＮＳを活用して発信するなどして、わ

ざわざ来るという、そういう仕掛けをつくるということも１つの導入

の考えだと感じております。もう是非、そのビューローをまちづくり

の中心として今後考えていくときに、そういう方策も、わざわざ南幌

に来る目的のために、何か目玉をつくる、そういうことの考えについ

て町長はどのようにお考えでしょうか。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

今、例えばですね、ＳＮＳをきっかけとして目玉商品を売り出すと

かいうようなお話をいただきました。こういう、ここに来なければ味

わえない、食べられない、そういうメニューまたは特産品を提供して

いくのか。または広いメニューでもって、多くの方々に利用していた

だくのか、これまた両使いにすることがベターなのかなというふうに

思いますけども、それぞれ改善すべき点があるのは承知しております。

まずは観光協会として、来館者へのより良いサービスの提供、機能充

実が図られるよう検討を進める考えでございます。 

また、野菜売場、特販所の品ぞろえ、また軽食コーナーの充実、それ

ぞれで必要でございますけども、そのほかにもビューローの果たす役

割がございますので、まずは観光協会との連携を図りながら、またい

ろいろな御意見をいただきながら、利活用に取り組んでまいりたいと

考えております。 

議  長 以上で、佐藤 妙子議員の一般質問を終わります。 

次に、２番 西股 裕司議員。 

西股議員 私のほうから１問、町長にお伺いいたします。まちの顔となる中央

通り沿いへの誘導はということです。 

本町の都市計画マスタープランでは、快適でコンパクトな市街地の

形成が掲げられ、現状として市街地には都市機能が集積しコンパクト

にまとまり、町のメインストリートは新たな店舗がオープンしつつも

老舗商店が閉店するなど、にぎわいが不足しているように感じていま

す。 
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子ども室内遊戯施設はれっぱのオープン以来、交流人口は増加して

いますが、中央公園のにぎわいは中心地まで届いていないのではと感

じております。議会報告懇談会でも交流人口の増加が及ぼす町への経

済効果についての意見が聞かれています。 

都市計画マスタープランでは、町の顔となる中心軸が分かりづらい

状況であることから、中央通り沿いをまちの顔として位置づけながら、

ふるさと物産館ビューローのさらなる利活用を検討し、利便性と中心

性の向上を図るとされていますが、次の２点について町長の考えを伺

います。 

１点目、空き店舗活用支援事業を活用して出店された店舗等による

中心軸への交流人口の誘導の効果は。 

２点目、市街地中心部に多様な人々が集い交流できる空間を形成す

るなどの施策について取り組む考えは。以上です。 

議  長 町長。 

町  長 まちの顔となる中央通り沿いへの誘導はの御質問にお答えします。 

１点目の御質問については、空き店舗活用支援事業を活用して、こ

れまで１７事業者が出店しており、うち昨年度から本年度にかけて、

９事業者が出店するなど、飲食店や小売店が増えています。 

また、中央通りの店舗には、土日を中心に町内外からの利用が増え

始めており、交流人口の中心軸への誘導効果は出てきているものと感

じております。 

２点目の御質問については、はれっぱなどへの来町者をはじめ、多

様な人々を中心市街地へ呼び込むには、中央通り沿いにある商業施設

やビューローから、人の流れをつくることが重要であります。 

そのためには、商工事業者の協力が必要であることから、商工会と

にぎわいづくりに向けた協議を進めるとともに、中央通り沿いへのベ

ンチの設置による歩行者休憩スペースの確保など、各事業者や関係団

体などと連携し取り組んでまいります。 

議  長 ２番 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。今言われたとおりですね、中央通りに

は人が流れてきていると、誘導の効果は出てきているというように今

回答していただいております、１点目について。ただ、この部分でです

ね、先に私のほうの質問の中の前段の中でちょっと話しているんです

が、やはり経済的な効果というのがあらわれるような形が、この中に

含まれているのかなと。これちょっと見た目で交流人口が増えてきて

いる、誘導されて入ってきているという部分は分かるんですけれども、

それが経済的に効果が実際にあらわれているのかなというふうなとこ

ろがちょっと疑問に思っております。そういうところですね、もう少

しちょっと具体的な形で教えていただきたいなと。実際に商工会で聞

きますと、今商工会の会員数は、この６期の総合計画の後期のときに

は、前期目標で１１５件ですが、目標値令和８年１２８件になってい

るのが、現在でもう１５２件ということですので、空き店舗活用支援

事業、これ自体は非常に効果があったのかなというふうには思ってお

ります。そういうところのちょっと教えていただきたいなというのと、
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２点目の部分ですが、これも早速ベンチを設置するなど、いろんなこ

とをですね、具体的な提案をされておりますけれども、これただ単純

にやると言ってもですね、結局これだけでは成功しないのでないだろ

うかなと。これ、南幌町の再生計画ですか。これははれっぱのときの、

エリアマネジメントの推進ということで出されている計画です。これ

は８年までの形の中なんですけれども、この中では、やはり札幌から

のですね、人々が来た中で、南幌の市街地まで来ているのか来てない

のかということに対しては、ほとんどが来ていないんだと。２割程度

だよということなんです。いかに本町の市街地を目的として足を運ん

でもらうかが大きな課題になっているということで問題の提起をされ

ております。本事業における拠点施設整備とあわせて施設を中心とし

たにぎわいづくりと多様な働き方を創造するエリアマネジメントを進

めることは、市街地への大きな集客と、移住・定住の効果が見込まれ、

将来の本町の姿を左右する重要な事業と位置づけているというような

計画が出ております。実際にそのとおりだと思うので、単純にこうや

るのでなくて、やはりこの計画という部分がどういうふうにやるとそ

ういうような形になるのかという部分をですね、もう少し突き詰めて

検討するような形になっていただければなというふうに思っておりま

す。今、国土交通省の中ではウォーカブルなまちなかに向けたロード

マップという部分も出ておりまして、こういう中にもやっぱりストリ

ートファニチャーの設置というものが出ております。これに対する補

助金もあるだろうしということなんですが、単純にやはりこういうも

のはお金きませんので、やはり計画性を持った中で、どういうふうに

やると使われるのかという部分を明確にしていくのがよろしいのかな

というふうに思いますので、この辺についての考え方をですね、少し

お聞かせ願えればなというふうに思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

西股議員の再質問にお答えをいたします。まず、中央通り商店街の

状況でございますけども、にぎわいが薄れているということでござい

ましたけども、やはり老舗飲食店の閉店の影響が大きいと思います。 

現在、別の事業者が新たな形で飲食や宿泊業を行うと聞いておりま

すので、市街地のにぎわいにつながることを期待しております。また、

これまでに中央通り商店街で空き店舗活用事業により出店した店舗が

ございますけども、なかなか道路沿いから店舗が見えづらい、そうい

う店舗形態であることから、お客さんの出入りが分かりにくいという

ようなことで、それでもってにぎわいが感じづらい１面もあるのかな

と思っております。 

それと経済効果が具体的にということをおっしゃられましたけど

も、なかなか経済効果を算出するのは難しい状況でございますけども、

例えば、はれっぱや中央公園で遊んだ後に、町内でランチやカフェ、ラ

ーメン、それとジェラートなどへの利用者は増えているものと思いま

す。そしてはれっぱの利用者に対して実施したアンケート調査があり

ますけども、はれっぱ以外に立ち寄った場所はの問いに対しましては、

飲食店と回答した方が、令和５年は７４件でございましたけども、令
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和６年は１０４件で４０％増の調査結果がございます。先ほどの一般

質問でも申し上げましたけども、ビューローの来館者や軽食コーナー

の利用者が増加していることは、はれっぱや中央公園の利用効果があ

るものと思っております。ビューローのほうにつきましては、先ほど

も申し上げたとおり、加えるべき検討改善点がございますけども、や

はり中央通り沿いの人の流れにつながりますよう、ビューローのそう

いった機能向上に努めてまいりたいと考えてございます。 

そして最近、７月から１０月に朝市を開催しておりますけども、最

近、移住者が散歩がてらに朝市に来られる方、随分増えてきておりま

す。こういった人の流れも大事にしていきたいなと思っております。 

また、空き店舗を活用した店舗で土日の日中に営業している店舗は

５、６件ありまして、その利用客も増えている状況でございますので、

中心軸への誘導効果は出始めているのかなと思っております。また、

空き店舗で出店したお店で、夏場にビアガーデンを開催するお店もあ

りまして、そういう交流事業に取り組んでいるのかなと思っています。

市街地へのにぎわい、多様な人々の交流が空間できる形成ということ

で、なかなか難しい問題でございますけども、１つの例として、ビュー

ローから中央通りに人の流れをつくるために、今、ベンチを設置した

らいいかなということで職員提案もございました。それらの事業に取

り組んでまいりたいなと思ってございます。 

商工会の会員数伸びてきて大変嬉しい状況でございます。これが維

持されるように町としても支援をしていきたいなと思ってございま

す。また、人を増やすといいますか、市街地のにぎわい増加という意味

では、４月１９日に改善センターで、パンとコーヒーとおやつと、とい

うそういうイベントが開催されます。約７０店のブース、キッチンカ

ーが来る予定でございます。大変大きなイベントでありますので、こ

れらを町内の周遊につなげてまいりたいというように考えてございま

す。また、昨年の９月に、町内の若者、ＰＡＲＴＹ ＰＡＲＴＹという

イベントをスポーツセンターと改善センターの空き地、いわゆる空間

を利用してイベントを開催しました。大変多くの人でにぎわいました。

今年も８月に開催するというように聞いておりますので、こういうイ

ベントがですね、今、点で終わっているのかなというような感じもし

ております。これを何とかこう線でつながるような形で、町のほうと

してもできる支援に努めてまいりたいなと思ってございます。なかな

か御質問と答弁とかみ合わないかと思いますけども、以上でございま

す。 

議  長 ２番 西股 裕司議員。 

西股議員 １点だけなんですが、先ほどのベンチを設置するだとか、そういう

部分については、やはり単純にこうやってもですね、うまくいかない

のでないかなと思っています。ですからやはり、そういう計画という

のをですね、実際にみんなで協議しながらですね、本当に効果ある形

がどうなんだろうかという部分をですね、もう少し煮詰めていってほ

しいなというふうに思っております。 

以上、ちょっと意見を述べさせていただきまして、質問を終わらせ
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ていただきます。 

議  長 以上で、西股 裕司議員の一般質問を終わります。 

以上で一般質問を終結いたします。 

本日予定しておりました日程が終了いたしました。予算審査特別委

員会の審査が終了するまで休会といたしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって予算審査特別委員会が終了するまで

休会といたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前１１時２３分） 
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令和８年第１回南幌町議会定例会会議録      ３月１６日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

去る３月１０日より予算審査特別委員会のため休会となっておりま

した、令和８年第１回南幌町議会定例会をただいまより再開いたしま

す。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

●日程２３ 議案第１９号 住居表示を実施すべき区域及び当該区

域内の住居表示の方法についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第１９号 住居表示を実施すべ

き区域及び当該区域内の住居表示の方法につきましては、住居表示を

実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法を定める

ため、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、まちづくり課長が説明いたしますので、よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。まちづくり課長。 

まちづくり課長 それでは議案第１９号 住居表示を実施すべき区域及び当該区域内

の住居表示の方法について御説明いたします。 

本年１０月の分譲に向けて、現在、整備を進めている南幌流通団地

において、分譲を開始するにあたり住居表示を実施する必要があるこ

とから提案するもので、住居表示に関する法律の規定により、住居表

示を実施する市街地の区域と住居表示の方法については、議会の議決

を要するものです。次ページをお開きください。 

１市街地の区域、南幌町南１６線西１０番地。２住居表示の方法、街

区方式とする。 

以上で、議案第１９号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第１９号 住居表示を実施すべき区

域及び当該区域内の住居表示の方法については、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程２４ 発議第１号 議員の派遣承認についてを議題といたし

ます。 

議員の派遣承認につきましては、議会懇談会の年度ごとの承認案件

でございます。 



 ４０ 

原案のとおり、承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

●日程２５ 発議第２号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、

議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。 

原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

 

追加日程１ 発議第３号から追加日程３ 報告第１号までの３議案

を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって追加日程１ 発議第３号から追加日

程３ 報告第１号までの３議案を追加いたします。 

●追加日程１ 発議第３号 外国法人等による農地の取得及び利用

を制限するための法整備を求める意見書の提出についてを議題といた

します。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

９番 高橋 修平議員。 

高橋議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。発議第３号 外国法人等による農地の取

得及び利用を制限するための法整備を求める意見書の提出について

は、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

●追加日程２ 発議第４号 生産現場に寄り添った農業政策を求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

８番 石川 康弘議員。 

石川議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 
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お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。発議第４号 生産現場に寄り添った農業

政策を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することに

御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

●追加日程３ 報告第１号 令和８年度各会計予算及び関連条例の

審査報告についてを議題といたします。 

審査報告について予算審査特別委員長より報告願います。 

１０番 家塚 雅人議員。 

家塚議員 令和８年３月１３日付、議長宛て、予算審査特別委員長名。委員会審

査報告書。本特別委員会に付託された事件は、次のとおり決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告します。 

議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について、議案第１０号 職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第１１号 

南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、議案

第１２号 南幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例制定について、議案第１３号 令和８年度南幌町一般会計予算、

議案第１４号 令和８年度南幌町国民健康保険特別会計予算、議案第

１５号 令和８年度南幌町病院事業会計予算、議案第１６号 令和８

年度南幌町介護保険特別会計予算、議案第１７号 令和８年度南幌町

後期高齢者医療特別会計予算、議案第１８号 令和８年度南幌町下水

道事業会計予算、以上１０議案について、３月１１日、１２日、１３日

の３日間において慎重審議をした結果、全会一致により可決すべきも

のと決定しました。以上です。 

議  長 ただいまの委員長報告についての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

予算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり可決であり

ます。 

それでは採決いたします。採決にあたりましては、起立採決を行い

ます。 

議案第 ９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

議案第１１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制
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定について 

議案第１２号 南幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例制定について 

議案第１３号 令和８年度南幌町一般会計予算 

議案第１４号 令和８年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第１５号 令和８年度南幌町病院事業会計予算 

議案第１６号 令和８年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第１７号 令和８年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第１８号 令和８年度南幌町下水道事業会計予算 

以上１０議案について、委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

（起立１０名、着席０名） 

どうぞ御着席ください。賛成起立全員であります。よって本１０議

案は委員長報告のとおり可決することに決定をいたしました。 

以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。 

ただいまをもって閉会といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会はただいまをもって閉会と

いたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前 ９時５０分） 
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